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交
付
対
象
水
田
が
見
直
し

さ
れ
ま
し
た

湛
水
管
理
開
始
日
・
終
了
日
を
記
載
し

た
作
業
日
誌
◎
湛
水
管
理
開
始
直
後
と

終
了
直
前
の
写
真
※
一い

っ

筆ぴ
つ

ご
と
に
撮
影

日
が
分
か
る
よ
う
管
理
し
て
く
だ
さ
い

湛
水
管
理
の
注
意
点

　

河
川
か
ら
取
水
し
て
い
る
地
区
で
は
、

か
ん
が
い
期
間
中
に
湛
水
管
理
を
実
施

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
作
物
に
よ
っ

て
は
、
湛
水
管
理
が
可
能
な
時
期
が
限

ら
れ
ま
す
の
で
、
計
画
的
に
実
施
し
て

く
だ
さ
い
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◉
問
い
合
わ
せ
…
農
政
課

（
☎
２３
・
９
９
７
３
）

５
年
間
水
張
り
を
し
な
い
水
田
は

交
付
対
象
外
と
な
り
ま
す

　
現
在
、水
田
で
対
象
作
物（
そ
ば
、大
豆
、

麦 

な
ど
）を
作
付
け
し
た
場
合
、
国
か
ら

「
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
」が
交
付

さ
れ
て
い
ま
す
。
令
和
４
年
度
か
ら
８
年

度
ま
で
の
５
年
間
で
、
一
度
も
水
張
り
を

実
施
し
て
い
な
い
水
田
は
、
令
和
９
年
度

よ
り
交
付
対
象
水
田
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。

　
一
度
、
交
付
対
象
外
の
水
田
と
な
れ
ば
、

所
有
者
や
耕
作
者
が
変
更
さ
れ
た
と
し
て

も
、
交
付
対
象
水
田
に
戻
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
交
付
金
を
申
請
し
て
い
な
い
場

合
で
も
、
令
和
８
年
度
ま
で
に
水
張
り
を

し
て
い
な
い
水
田
は
、
す
べ
て
交
付
対
象

外
の
水
田
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い〈
下
図
参
照
〉。

１
か
月
以
上
の
湛た

ん

水す
い

管
理
を

検
討
し
ま
し
ょ
う

　

水
張
り
は
、
原
則「
水
稲
作
付
け
に
よ

る
」と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
次
の
場
合
は

水
張
り
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
※
基
盤
整
備
事
業
な
ど
で
水

稲
作
付
け
が
困
難
で
あ
る
と
確
認
で
き
る

場
合
を
除
く

水
張
り
と
み
な
す
条
件

●
１
か
月
以
上
の
湛
水
管
理
を
実
施
す
る

こ
と
●
収
量
の
低
下
が
生
じ
て
い
な
い
こ

と湛
水
管
理
の
確
認
方
法

　
湛
水
管
理
を
実
施
す
る
際
は
、
事
前
に

農
政
課
へ
連
絡
し
、
次
の
書
類
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
物
…
◎
地
名
地
番
・
土
地
面
積
・

農
業
者
や
地
権
者
の
皆
さ
ん
は
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い

畑地化促進事業を活用ください

　水張りが困難なほ場では、「畑地化促進事業」を活用
することで、申請後５年間、交付金を受けることがで
きます。
　なお、本事業は令和８年度で終了します。活用を希
望される人は、お早めに申請ください。
　対象となる人には別途、要望調査を送付します。詳
細はお問い合わせください。
◉問い合わせ…農政課（☎２３ｰ９９７３）

令和８年度までに水張りをしていない水田は、
交付対象外の水田となりますのでご注意ください

令和４年度～８年度
までに水張りを実施

畑地化促進事業に申請

畑地化促進事業
交付金が交付（５年間）

※通常の水稲作付けも含む

はい

はい

いいえ

いいえ

交付対象水田
【水田活用の直接支払交付金】

交付対象外の水田
【水田活用の直接支払交付金】

※【水田活用の直接支払交付金】
　交付対象外の水田

〈図〉交付対象水田と交付対象外の水田（令和６年度時点）


